
 

1 

 

一
一
ノ
二
三
、
安
政
大
地
震
の
記
録 

総
括 

 
 

 

 

解
説 

安
政
元
年
（
一
八
五
四
年
）
に
木
津
川
断
層
（
上
野
盆
地
北
側
、
多
羅
尾
方
面
の
山
々
が
断
層
崖
）
、
桑
名

四
日
市
断
層
（
四
日
市
西
方
を
南
北
に
走
る
）
、
花
の
木
断
層
（
伊
賀
上
野
か
ら
月
ヶ
瀬
方
面
に
の
び
る
）
と
い
う

三
つ
の
断
層
が
同
時
に
活
動
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
大
地
震
が
発
生
し
、
山
城
、
大
和
、
河
内
、
和
泉
、

摂
津
、
伊
賀
、
丹
波
、
近
江
、
越
前
、
紀
伊
、
尾
張
の
諸
国
で
大
き
な
揺
れ
が
感
じ
ら
れ
た
。
特
に
震
源

に
近
い
伊
賀
上
野
、
四
日
市
、
奈
良
、
大
和
郡
山
付
近
は
大
き
な
被
害
を
被
っ
た
。
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は

マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
七
．
二
五
前
後
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
平
成
七
年
の
阪
神
淡
路
大
地
震
は
マ

グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
七
．
三
、
平
成
二
十
三
年
の
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
は
同
九
．
〇
で
あ
っ
た
。 

 

震
源
に
近
い
笠
置
か
ら
上
野
、
島
ヶ
原
、
大
河
原
の
辺
り
は
と
り
わ
け
被
害
が
大
き
く
、
山
々
よ
り
大

石
が
転
が
り
出
て
人
家
を
押
し
つ
ぶ
し
、
所
々
か
ら
泥
水
が
二
～
三
尺
も
湧
き
出
し
、
家
や
田
畑
共
泥
に

浸
り
、
ま
た
は
地
中
へ
め
り
込
む
家
も
生
じ
た
と
記
さ
れ
る
。 

 

衰
退
に
向
か
っ
て
い
た
笠
置
寺
に
と
っ
て
の
被
害
も
大
き
く
、
以
後
の
笠
置
寺
運
営
に
も
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
し
た
。 

安
政
の
大
地
震
は
、
安
政
年
間
（
一
八
五
〇
年
代
）
に
、
日
本
各
地
で
頻
発
し
た
大
地
震
を
総
称
す
る
が

中
で
も 

特
に
安
政
二
年
に
発
生
し
た
安
政
江
戸
地
震
を
指
す
事
が
多
い
。
伊
賀
地
方
を
襲
っ
た
大
地
震

は
こ
れ
ら
安
政
年
間
に
頻
発
し
た
大
地
震
の
先
駆
け
で
、
嘉
永
七
年
六
月
に
発
生
し
た
。
嘉
永
七
年
は
そ

の
十
一
月
に
安
政
に
改
元
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
来
は
安
政
大
地
震
と
言
う
の
は
正
確
で
は
な
い
か
も
知

れ
な
い
が
、
安
政
の
年
に
発
生
し
た
大
地
震
と
し
て
一
般
に
伊
賀
大
地
震
を
含
め
て
安
政
大
地
震
と
称
さ

れ
て
い
る
。 

 

そ
の
一 

古
地
震
、
歴
史
資
料
と
活
断
層
か
ら
さ
ぐ
る
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
年
）
か
ら
抄
出 

一
、
発
生 

 
 

 
 
 

日 

安
政
元
年
（
嘉
永
七
年
、
一
八
五
四
）
六
月
十
五
日
（
新
暦
七
月
九
日
） 

 
 
 

時 

伊
賀
上
野
で
十
五
日
午
前
二
時
前
。
同
午
前
七
時
。
十
七
日
午
後
一
時 

 
 
 
 
 

四
日
市
で
十
五
日
午
前
一
時
か
ら
二
時 

同
午
前
六
時
過
ぎ
余
震 

 
 
 
 
 

奈
良
で
十
五
日
午
前
〇
時
及
び
二
時 

午
前
七
時 

 
 

以
上
、`

上
野
盆
地
、
笠
置
山
地
お
よ
び
奈
良
盆
地
を
除
く
大
半
の
地
域
で
は
、
十
五
日
の
〇
時
か

ら
二
時
の
間
に
本
震
、
同
日
早
朝
六
時
か
ら
八
時
の
間
に
最
大
の
余
震
を
感
じ
た
の
に
対
し
て
、
上
野

盆
地
で
は
余
震
を
本
震
と
同
等
に
、
ま
た
笠
置
山
地
お
よ
び
奈
良
盆
地
で
は
早
朝
の
余
震
を
本
震
と
同

等
ま
た
は
そ
れ
以
上
に
感
じ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 
 

こ
の
複
雑
な
地
震
の
揺
れ
の
原
因
は
午
前
二
時
に
木
津
川
断
層
系
の
活
動
で
本
震M

七
・
二
の
地
震

が
生
じ
、
ほ
ぼ
同
時
の
午
前
二
時
前
後
に
四
日
市
断
層
の
活
動
でM

六
・
七
の
地
震
が
生
じ
た
。
更
に

午
前
七
時
な
い
し
八
時
に
木
津
川
断
層
の
南
に
あ
る
花
ノ
木
断
層
で
余
震M

六
・
八
が
誘
発
さ
れ
た
と

見
る
。 
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そ
の
二
、
地
震
に
遭
遇
し
た
者
の
記
録 

伊
賀
上
野 

儒
官
猪
飼
貞
吉
ノ
状
、
村
上
真
輔
宛
（
西
尾
市
立
図
書
館
岩
瀬
文
庫
蔵 

嘉
永
甲
寅
六
月
地
震
記
よ

り
）
概
要 

（
前
略
） 

 

 
 

当
地
六
月
十
三
日
八
時
前
大
地
震
、
皆
々
庭
上
へ
出
て
候
共
、
格
別
の
震
に
も
無
御
座
候
。
相
続
八

時
過
と
相
覚
へ
又
一
震
。
是
通
例
よ
り
大
に
て
子ネ

り
塀
損
候
処
も
御
座
候
。
夫
よ
り
西
の
方
よ
り
不
絶

地
ひ
ヽ
き
有
之
。
時
々
小
震
御
座
候
故
、
或
は
京
摂
の
間
、
大
地
震
に
て
其
の
余
波
に
も
可
有
之
哉
。

何
れ
不
油
断
と
相
共
に
警
戒
、
其
の
夜
は
寝
不
申
候
。 

十
四
日
に
至
り
地
ひ
ヽ
き
は
不
絶
有
之
候
え
共
、
格
別
の
震
無
御
座
、
人
心
稍
怠
り
候
処
、
其
夜
八

ツ
時
前
に
至
り
忽
一
震
、
天
地
一
時
に
覆
る
か
如
く
、
実
に
前
代
未
聞
の
大
震
、
譬
へ
は
物
に
突
当
候

て
蹴
上
け
候
様
の
震
に
て
、
凡
そ
三
尺
斗
も
ゆ
り
上
け
候
様
相
覚
候
。 

 
 

小
生
方
両
人
の
男
児
、
兄
は
九
歳
弟
は
三
歳
、
無
人
の
小
家
に
候
故
、
平
生
よ
り
火
急
の
節
は
兄
の

方
小
生
抱
き
、
小
児
は
家
内
抱
き
遁
候
様
申
含
置
き
候
事
故
、
小
児
を
家
内
直
に
抱
き
漸
く
蚊
張
を
出

る
と
直
に
、
寝
所
夜
具
の
上
へ
壁
倒
れ
、
小
生
は
倅
を
抱
き
、
縁
先
へ
下
り
候
と
直
に
、
壁
材
木
等
足

先
へ
倒
れ
掛
り
、
其
上
を
ふ
み
相
遁
れ
申
候
。
家
は
忽
奥
通
り
惣
崩
れ
、
僅
に
表
の
座
敷
一
間
大
破
に

て
残
居
候
。
今
一
足
の
遅
促
に
て
不
免
死
候
処
、
天
幸
に
て
相
逃
申
候
。
外
に
崩
れ
候
家
も
初
め
一
ゆ

り
二
ゆ
り
に
て
倒
れ
候
故
、
中
々
遁
れ
出
候
暇
無
御
座
候
。
（
中
略
） 

 
 

十
四
日
よ
り
日
夜
大
小
震
ひ
通
し
、
就
中
十
五
日
暁
六
半
時
、
十
七
日
九
半
時
比
、
廿
一
日
は
迅
雷

暴
風
の
上
其
の
夜
五
時
比
、
此
三
度
は
十
四
日
夜
と
同
様
の
大
地
震
に
御
座
候
。
日
夜
度
数
聢
と
数
へ

不
申
候
へ
共
、
二
百
度
に
も
及
可
申
候
。
其
の
後
追
々
間
遠
に
相
成
且
小
震
に
相
成
、
此
比
は
一
夜
に

十
度
程
に
御
座
候
。
最
早
強
弩
の
末
格
別
の
事
有
御
座
間
敷
と
奉
察
候
。
（
後
略
） 

 

勢
州
津
町
年
寄 

岡
嘉
平
次
来
状
（
西
尾
市
立
図
書
館
岩
瀬
文
庫
蔵 

嘉
永
甲
寅
六
月
地
震
記
） 

当
地
儀
十
三
日
午
ノ
刻
頃
地
震
、
夫
よ
り
夕
立
に
相
成
、
雷
鳴
五
、
六
声
直
に
晴
、
未
刻
頃
又
々
地

震
。
十
四
日
快
晴
の
処
、
夜
中
丑
ノ
刻
大
地
震
。
夫
よ
り
夜
明
迄
二
十
五
度
も
震
申
候
。
石
灯
籠
墓
杯

は
大
体
倒
れ
申
候
。
所
々
破
損
、
寺
の
門
一
ケ
所
、
建
家
一
ケ
所
、
立
塀
所
々
倒
れ
申
候
。
一
五
日
朝

六
つ
時
過
、
又
候
大
分
の
大
震
二
度
、
夫
よ
り
続
て
ゆ
さ
ゆ
さ
不
絶
。
（
後
略
）  

六
月
二
十
日
（
前
略
）
昨
九
日
午
半
頃
大
分
震
、
夜
丑
刻
過
大
震
御
座
候
。
扨
々
い
つ
ま
て
も
油
断
相

成
不
申
、
心
痛
仕
候
。
先
夜
前
の
震
は
去
る
十
四
日
丑
刻
一
番
、
十
五
日
朝
六
ツ
時
過
二
番
、
昨
九
日

夜
丑
刻
過
三
番
と
つ
ヽ
き
可
申
位
の
一
物
に
御
座
候
。
（
後
略
） 

 

幕
末
風
聞
記
脱
漏
（
奈
良
県
立
図
書
館
蔵
） 

（
嘉
永
七
年
）
甲
寅
六
月
十
四
日
大
地
震
之
事 

（
前
略
）
扨
そ
も
水
無
月
十
三
日
朝
よ
り
八
ケ
度
ほ
と
少
き
地
震
し
け
れ
ど
、
斯
る
事
は
つ
ね
な
り
と

お
も
ひ
居
た
り
し
が
、
十
四
日
の
子
の
刻
斗
り
ニ
大
に
ゆ
り
出
し
、
今
に
も
住
家
の
倒
る
へ
き
か
と
お
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と
ろ
き
寝
も
な
ら
ず
居
た
り
し
所
、
丑
之
刻
斗
ニ
同
し
く
ゆ
り
、
猶
も
恐
怖
せ
し
が
、
暫
く
し
て
さ
っ

と
一
と
雨
し
た
る
に
、
是
に
て
地
震
も
鎮
る
へ
し
と
、
家
内
男
女
う
ち
集
安
座
し
か
ね
て
居
た
り
し

に
、
夏
の
夜
み
し
か
き
ニ
頓
て
夜
ハ
ほ
の
ほ
の
と
明
わ
た
り
け
る
に
、
辰
の
上
刻
斗
に
前
の
両
度
引
か

へ
て
、
烈
し
く
ふ
る
ひ
字
宙
震
動
し
、
恰
も
大
洋
を
小
船
ニ
乗
て
激
浪
ニ
漂
ふ
か
こ
と
く
、
梁
柱
の
ぎ

し
る
音
半
時
斗
に
て
鳴
も
や
ま
ず
、
い
つ
の
間
ニ
か
庭
の
石
燈
籠
は
倒
れ
、
戸
障
子
も
は
づ
れ
、
燈
火

消
え
し
も
知
ら
す
、
只
蚊
屋
の
内
に
俯
伏
し
、
思
は
す
念
仏
を
唱
へ
、
此
上
ハ
神
や
仏
を
願
ふ
に
し
か

し
と
、
み
な
み
な
周
章
狼
猥
し
、
い
つ
迄
ゆ
る
と
も
知
れ
さ
れ
は
家
の
内
ニ
ハ
居
か
た
し
と
、
お
の
の

き
な
か
ら
立
い
で
て
、
空
地
へ
筵
戸
板
な
ど
敷
も
の
と
し
、
人
々
面
を
見
合
せ
て
溜
息
つ
い
て
居
た
り

し
か
、
（
中
略
）
扨
又
十
四
日
両
度
の
地
震
ニ
市
中
の
所
々
家
土
蔵
数
多
倒
れ
、
共
外
寺
院
堂
舎
も
倒

れ
、
あ
る
ひ
は
ゆ
か
み
た
る
も
あ
り
、
是
か
た
め
に
圧
死
せ
し
も
の
数
知
れ
ず
、
或
ハ
手
足
を
ひ
し
か

れ
背
骨
を
打
、
死
と
い
へ
と
も
葬
る
も
の
も
な
く
、
僧
も
来
ら
ず
、
棺
ニ
入
り
し
ま
ゝ
宅
に
置
き
三
日

斗
り
も
後
葬
る
も
あ
り
。 

爰
に
近
在
古
市
村
ハ
去
冬
よ
り
東
の
山
手
ニ
地
を
掘
り
、
つ
ヽ
み
を
築
き
、
い
か
な
る
旱
に
も
用
水

足
り
ぬ
と
言
ひ
し
所
に
、
斯
る
地
震
ニ
新
造
の
堤
崩
れ
洪
水
村
中
へ
漲
り
来
り
、
夜
中
の
事
ゆ
へ
斯
と

も
知
ら
ず
臥
た
り
し
を
、
水
と
地
震
に
家
屋
は
倒
れ
、
是
に
も
数
多
死
亡
せ
し
と
ぞ
。
然
る
に
此
地
ほ

り
穿
し
時
土
中
よ
り
鏡
剣
な
ど
出
た
り
し
ハ
、
ま
さ
し
く
古
墳
に
て
あ
り
し
を
掘
あ
は
き
し
に
よ
り
、

祟
あ
り
し
な
と
世
に
評
し
あ
へ
り
。
（
後
略
） 

 

そ
の
三
、
上
野
城
の
被
害
（
安
政
伊
賀
上
野
地
震
の
城
郭
被
害 

盆
野
行
輝 

二
〇
一
八
年
） 

 
 

震
源
地
に
近
い
京
都
府
南
部
か
ら
伊
賀
上
野
周
辺
が
最
も
大
き
い
被
害
を
被
っ
た
が
、
中
で
も

木
津
川
断
層
崖
に
近
い
上
野
城
の
被
害
は
大
き
か
っ
た
。
そ
の
被
害
状
況
は
「
伊
州
御
城
下
破
崖

損
所
絵
図
」
に
詳
細
な
被
害
状
況
が
残
さ
れ
て
い
る
。
三
重
県
鈴
鹿
地
域
防
災
総
合
事
務
所
盆
野

行
輝
氏
に
よ
り
そ
の
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
こ
れ
に
よ
り
被
害
状
況
を
見
て
み
る
。 

 
 

天
守
閣 

城
郭
建
設
途
中
に
大
風
で
倒
壊
し
て
お
り
当
時
存
在
せ
ず 

 

 
 

東
西
大
手
門 

日
本
最
大
級
で
あ
っ
た
が
石
垣
も
ろ
と
も
倒
壊 

 
 

櫓 

十
棟
あ
っ
た
が
二
重
櫓
二
棟
倒
壊
。
角
櫓
大
半
堀
中
へ
沈
む
そ
の
他
も
崩
壊
同
様 

 
 

城
代
屋
敷 

ほ
ぼ
全
滅 

 
 

石
垣 

高
石
垣
は
若
干
の
損
あ
る
も
無
事
。
そ
の
他
に
石
垣
膨
れ
見
ら
れ
る 

 
 

地
面 

液
状
化
現
象
や
地
割
れ
、
地
滑
り 

 
 

城
内
侍
屋
敷 

七
～
八
割
倒
壊 

 

 

そ
の
四 

全
体
の
被
害
状
況 

被
害
状
況
を
取
り
ま
と
め
る
機
関
や
役
所
が
ま
だ
存
在
し
な
い
時
代
の
大
地
震
で
あ
り
、
全
体
の

正
確
な
被
害
状
況
は
把
握
が
困
難
で
あ
る
が
、
死
者
九
九
五
名
。
う
ち
伊
賀
上
野
付
近
の
死
者
は
六

二
五
名
、
負
傷
者
九
九
四
名
、
家
屋
倒
壊
二
二
七
〇
戸
、
蔵
倒
壊
三
〇
六
件
、
全
体
の
被
害
は
倒
壊
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家
屋
五
七
八
〇
戸
、
死
者
一
三
〇
八
名
と
推
計
さ
れ
て
い
る
（
日
本
被
害
地
震
総
覧
） 

 

そ
の
五 

庁
事
類
編
（
藤
堂
藩
正
式
記
録
中
地
震
関
連
中
重
要
と
思
わ
れ
る
部
分
か
ら
概
略
抜
き
書
き
）
。 

要
点 

嘉
永
七
甲
寅
年
（
一
八
五
四
年
） 

一
、
倒
壊
家
屋
な
ど
の
取
り
片
付
け
は
七
月
一
日
に
終
わ
っ
た
。 

一
、
寺
院
の
破
損
に
よ
り
参
拝
は
取
り
や
め 

一
、
七
月
五
日
、
十
一
日
、
二
十
七
日
、
二
十
九
日
、
十
二
月
二
十
七
日
に
復
興
資
金
が
与
え
ら
れ
る 

一
、
七
月
五
日
、
職
人
な
ど
へ
の
賃
金
は
定
め
の
通
り
行
う
こ
と
の
定
め
。
支
払
い
が
滞
っ
て
い
た
の
か 

一
、
七
月
六
日
、
仮
家
建
築
を
許
可
。
敷
地
は
以
前
の
地
所
で
な
く
て
も
良
い
こ
と 

一
、
七
月
十
六
日
、
木
材
値
段
高
騰
し
て
お
り
、
津
表
に
て
手
当
す
る
の
で
申
出
る
こ
と 

一
、
七
月
十
七
日
、
け
が
人
は
医
師
の
診
察
を
付
け
て
申
し
出
よ  

一
、
七
月
十
八
日
、
け
が
人
に
は
見
舞
金
を
出
す
旨 

一
、
七
月
三
十
一
日
、
堀
立
長
家
棟
上
げ 

一
、
八
月
二
日
、
廣
禅
寺
に
あ
る
位
牌
類
損
し
た
旨
の
旨
申
し
出
あ
り 

一
、
九
月
二
十
一
日
、
城
内
建
物
類
取
片
付
に
取
掛
り 

安
政
二
乙
卯
年
（
一
八
五
五
年
） 

一
、
四
月
二
十
四
日
、
京
橋
（
城
の
南
西
に
あ
る
）
仮
の
修
覆
出
来
、
通
行
可
と
な
る 

一
、
四
月
十
一
日
、
上
行
寺
修
復
さ
れ
参
詣
可
と
な
る 

一
、
五
月
六
日
、
講
堂
修
復
で
き
来
る
十
一
日
朝
開
講 

安
政
三
辰
年
（
一
八
五
六
年
） 

一
、
八
月
六
日
、
他
所
か
ら
来
た
諸
職
人
は
今
年
限
り
と
す
る
旨
の
通
達 

 

以
上
倒
壊
建
物
の
取
り
片
付
け
は
七
月
一
日
に
は
終
わ
り
、
職
人
を
他
所
か
ら
も
入
れ
、
藩
か
ら
は
見
舞

金
も
出
て
本
格
的
に
復
興
へ
の
歩
み
を
始
め
た
。 

被
害
の
大
き
か
っ
た
城
内
の
復
興
は
少
し
遅
れ
た
。
藩
の
正
式
記
録
で
あ
る
庁
事
類
編
は
本
来
毎
日
の

事
項
を
丹
念
に
記
述
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
が
、
地
震
発
生
か
ら
半
月
、
七
月
一
日
ま
で
は
記
載
で
き
な
か

っ
た
。
藩
の
混
乱
ぶ
り
を
表
し
て
い
る
。
城
内
の
整
備
が
本
格
的
に
整
う
に
は
ほ
ぼ
三
年
を
要
し
、
他
所
か

ら
の
諸
職
人
は
今
年
限
り
と
す
る
旨
の
通
達
が
出
た
時
は
既
に
三
年
を
過
ぎ
て
い
た
。 

基
本
的
に
藩
の
支
援
を
期
待
し
て
い
た
笠
置
寺
の
復
興
は
城
内
の
再
建
遅
れ
が
影
響
し
て
、
再
建
の
為

に
は
地
元
の
協
力
と
修
理
山
の
伐
木
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。 

 

そ
の
六 

笠
置
寺
の
被
害
（
郷
土
資
料
館
寄
託
文
書
三
二
八
号
） 

震
源
地
に
近
か
っ
た
た
め
笠
置
寺
の
被
害
は
大
き
く
、
衰
微
に
向
か
っ
て
い
た
寺
に
大
き
な
打
撃
を
与

 

え
た
。
住
僧
も
山
上
に
住
む
場
所
が
な
く
一
時
期 

麓
の
末
寺
に
仮
住
い
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
（
三
二
八



 

5 

 

 
 

号
） 

 

慣
例
上
堂
の
修
理
は
藩
の
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
が
、
前
述
の
通
り
上
野
城
も
大
き
な
被
害
を

受
け
て
お
り
、
す
べ
て
藩
に
頼
る
こ
と
も
出
来
な
い
た
め
、
相
当
自
力
や
檀
家
の
力
も
借
り
て
再
建
に

邁
進
し
た
。 

 

こ
の
頃
笠
置
寺
に
は
三
院
と
も
住
持
は
在
職
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
離
寺
す
る
住
持
も
い
て
万
延
元

年
（
一
八
六
〇
年
）
に
は
三
院
と
も
無
住
と
な
っ
て
い
た
。
文
殊
院
（
実
際
に
は
福
寿
院
）
再
建
の
労
を
執

っ
た
の
は
住
持
に
代
わ
り
麓
の
有
力
者
達
、
特
に
大
倉
一
族
で
あ
っ
た
。 

 
 

笠
置
寺
の
地
震
被
害
は 

 

本
堂 

大
破 

 

椿
本
神
社 

大
破 

 

宝
蔵 

倒
壊 

 

護
摩
堂 

倒
壊 

 

福
寿
院
・
文
殊
院
・
多
聞
院 

倒
壊 

 

十
三
重
塔 

崩
壊 

 

胎
内
く
ぐ
り
の
天
井
石 

天
井
よ
り
滑
り
出
て
谷
に
落
ち
込
む 

 

名
切
石 

九
十
度
回
転
し
て
元
弘
戦
死
者
名
土
中
に
隠
れ
る 

 

多
聞
院
石
垣 

崩
壊 

 

行
場
道 

山
崩
れ 

と
ほ
ぼ
壊
滅
状
態
と
な
っ
た
。 

 

そ
の
七 

笠
置
寺
の
復
旧
状
況 

笠
置
寺
は
被
害
状
況
を
調
査
し
て
六
月
二
十
五
日
に
古
市
奉
行
所
に
報
告
し
、
早
速
検
分
の
役
人

が
二
人
来
山
し
た
が
復
興
へ
の
行
動
は
遅
々
と
し
て
進
ま
な
か
っ
た
。 

 

以
下
の
記
録
は
郷
土
資
料
館
寄
託
文
書
に
よ
る
（
以
下
番
号
の
み
） 

 

安
政
元
年
（
一
八
五
四
年
） 

一
、
六
月
二
十
五
日 

笠
置
寺
の
被
害
状
況
を
藩
に
報
告
（
二
二
八
号
） 

一
、
七
月
二
日 

藩
北
代
官
所
よ
り
破
損
所
検
分
あ
り
（
二
二
八
号
） 

一
、
八
月
九
日 

山
内
破
損
ケ
所
片
付
（
二
二
八
号
） 

一
、
八
月
二
十
六
日 

宝
物
掘
り
出
し
（
二
二
八
号
） 

安
政
二
年
（
一
八
五
五
年
） 

一
、
七
月
八
日 

普
請
願
提
出
。
そ
の
詳
細
は
不
明
（
二
二
八
号
） 

一
、
九
月
一
日 

古
市
事
務
所
よ
り
破
損
所
見
分
（
二
二
八
号
） 
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注
、
以
上
を
見
る
に
地
震
発
生
後
現
況
調
査
の
初
動
は
早
か
っ
た
が
、
上
野
本
城
の
甚
大
な
被
害
も
あ
り
、
そ

の
復
旧
は
遅
々
と
し
て
進
ま
な
か
っ
た
。 

安
政
三
年
（
一
八
五
六
年
） 

一
、
四
月 

行
場
道
普
請
人
足
の
寄
進
願
い
（
二
七
二
号
） 

一
、
二
月
十
三
日
～
十
九
日 

古
市
役
人
普
請
用
伐
木
切
取
り
検
分
（
二
二
八
号
） 

安
政
四
年
（
一
八
五
七
年
） 

一
、
三
月 

石
垣
寄
進
明
細
（
二
七
六
号
） 

一
、
八
月 

多
聞
院
風
に
て
倒
壊
（
二
二
八
号
） 

一
、
文
殊
院
屋
根
差
し
替
え
（
二
二
八
号
） 

万
延
元
年
（
一
八
六
〇
年
） 

一
、
三
月 

古
市
役
所
よ
り
本
堂
、
椿
本
社
、
釣
鐘
堂
共
見
積
書
の
通
り
に
早
く
取
り
か
か
る
よ
う

に
と
の
指
示
（
三
三
五
号
） 

注
、
三
年
目
か
ら
四
年
目
に
か
け
て
高
台
の
多
聞
院
（
毘
沙
門
堂
）
を
取
り
巻
く
石
垣
は
復
旧
さ
れ
た
。
多
聞

院
も
再
建
さ
れ
た
よ
う
だ
が
、
多
聞
院
は
ま
た
ま
た
台
風
に
よ
っ
て
倒
壊
し
た
。
文
殊
院
の
屋
根
差
し
替

え
は
応
急
処
置
で
あ
ろ
う
。 

 

慶
応
二
年
（
一
八
六
六
年
） 

一
、
三
月 

諸
堂
修
復
の
為
の
伐
木
売
却
明
細
出
る
（
四
九
号
） 

一
、 

万
延
元
年
（
一
八
六
〇
年
）
三
月 

藩
か
ら
の
通
知
状
（
万
延
元
年 

一
八
六
〇
年
三
月
三
三
五
号
）

 
 

過
日
見
分
し
た
本
堂
、
椿
本
社
、
釣
鐘
堂
に
つ
い
て
見
積
書
の
通
り
早
々
に
取
り
か
か
る
よ

う
に
と
の
指
示
書
で
あ
る
。
既
に
震
災
後
六
年
ほ
ど
経
っ
て
い
る
。
宛
先
は
御
留
守
居
僧
と
あ

る
。
こ
の
と
き
正
式
住
持
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
こ
の
指
示
も
村
役
人
へ
向
け
ら
れ
て
い
る
。 

一
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
年
）
十
二
月 

修
復
資
金
捻
出
の
た
め
の
立
木
伐
採
願
い
（
三
二
八
号
） 

 
 

 
 

 

震
災
十
年
後
、
一
八
六
〇
年
藩
の
指
示
に
も
か
か
わ
ら
ず
復
旧
は
進
ま
ず
、
大
破
し
た
が
倒

壊
を
免
れ
た
本
堂
、
鎮
守
社
、
倒
壊
し
た
宝
蔵
、
護
摩
堂
、
三
院
、
こ
れ
ら
の
建
物
は
時
節
柄

普
請
も
な
ら
ず
、
住
僧
も
末
寺
に
住
ま
い
す
る
状
態
に
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
こ
の
ほ
ど
藩
の

厚
情
に
よ
り
一
院
（
多
聞
院
か
）
の
普
請
が
な
り
、
山
上
に
て
住
ま
い
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 
 

 

追
々
参
詣
人
も
増
え
だ
し
た
が
山
内
見
苦
し
く
、
時
節
柄
三
院
付
の
修
理
山
の
雑
木
を
伐
木

し
、
そ
の
資
金
で
些
か
な
り
と
も
修
理
資
金
と
い
た
し
た
く
伐
木
を
御
許
容
い
た
だ
き
た
い
と

願
っ
て
い
る
。 

一
、
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
年
）
五
月 

笠
置
山
寺
普
請
と
称
し
て
文
殊
院
（
実
際
は
福
寿
院
）
の
普
請

が
始
ま
る
。
（
三
〇
六
号 

「
笠
置
山
寺
御
普
請
ニ
付
仕
替
銀
御
願
帳
」
）
こ
の
頃
も
笠
置
寺
三
院
は
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無
住
で
普
請
の
采
配
を
振
る
っ
た
の
は
麓
の
大
倉
善
右
衛
門
で
あ
っ
た
。 

 

一
、
個
別
の
建
物
再
建
状
況 

本
堂 

記
録
は
な
い
が
藩
の
援
助
で
修
理
か 

 

椿
本
神
社 

所
有
山
林
の
伐
木
で
費
用
を
捻
出
し
修
復
（
寺
院
修
理
ニ
付
伐
木
願
書
二
九
一
他
） 

 

 

宝
蔵 

震
災
の
翌
月
に
倒
壊
し
た
宝
蔵
か
ら
歴
代
の
宝
物
の
掘
り
出
し
が
行
わ
れ
た
。
梅
雨
の
頃

で
あ
り
、
宝
物
の
毀
損
を
防
ぐ
た
め
早
期
に
作
業
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
（
二
二

八
） 

そ
の
後
復
旧
は
叶
わ
ず
、
明
治
に
な
っ
て
宝
蔵
跡
に
は
楓
の
木
が
植
え
ら
れ
紅
葉
の
き
れ

い
な
公
園
と
し
て
復
活
し
た
。
宝
物
庫
が
庫
裏
前
に
建
築
さ
れ
た
の
は
昭
和
五
十
五
年
で
あ

る
。
途
中
第
二
次
大
戦
の
混
乱
期
が
あ
っ
た
と
は
い
え
震
災
の
傷
跡
が
完
全
に
癒
え
る
に
は

一
世
紀
半
の
歳
月
を
要
し
た
こ
と
に
な
る
。 

 

護
摩
堂 

復
旧
出
来
ず
、
今
は
本
堂
裏
の
高
台
の
林
に
埋
没 

 

福
寿
院 

文
殊
院
の
名
の
も
と
に
再
建
（
笠
置
山
寺
御
普
請
ニ
付
仕
替
銀
御
願
帳
三
〇
六
号
） 

多
聞
院 

再
建 

文
殊
院 

復
旧
出
来
ず
、
笠
置
寺
所
有
の
畑
に
な
っ
た 

 

十
三
重
塔 

檀
家
の
力
を
借
り
て
組
み
直
し 

 

胎
内
く
ぐ
り
の
天
井
石 

切
石
を
使
っ
た
人
工
の
覆
い
で
再
建 

 

名
切
石 

そ
の
ま
ま
放
置
。 

 

多
聞
院
石
垣 

檀
家
の
寄
進
で
再
建
（
笠
置
山
石
垣
寄
進
帳
。
二
七
八
号
） 

 

行
場
道 

地
震
発
生
か
ら
三
年
弱
の
安
政
三
年
四
月
笠
置
寺
よ
り
行
場
道
繕
普
請
人
足
御
寄
進
覚

書
が
発
状
さ
れ
た
。 

地
震
で
諸
堂
寺
坊
共
倒
れ
、
そ
の
上
行
場
道
は
所
々
崩
れ
落
ち
参
詣
の
人
の
通
行
も

出
来
な
い
状
態
で
迷
惑
を
か
け
て
い
る
。
諸
堂
や
寺
坊
は
藩
の
手
で
普
請
す
る
意
向
で

あ
る
が
、
行
場
道
ま
で
は
手
が
届
か
な
い
。
檀
家
の
皆
様
も
地
震
の
被
害
を
受
け
て
お

り
お
願
い
で
き
る
筋
で
は
な
い
が
、
参
詣
の
方
々
に
空
し
く
下
山
さ
せ
る
の
も
心
外
で

あ
り
、
早
々
に
修
繕
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
他
力
の
御
寄
進
を
願
う
と
こ
ろ
で
あ
る
、

と
縷
々
願
い
上
げ
て
い
る
。 

こ
れ
に
対
し
て
麓
の
南
笠
置
の
有
力
者
を
始
め
、
上
・
下
有
市
村
、
広
岡
村
（
府
県

境
の
奈
良
に
所
在
）
、
切
山
村
か
ら
金
銭
や
人
足
の
提
供
を
受
け
て
、
行
場
道
や
胎
内
く

ぐ
り
の
笠
石
、
十
三
重
塔
の
組
み
立
て
な
ど
を
行
っ
た
（
二
七
二
号
）
。 

以
上 

  


